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北九州市告示第１９５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項及び地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４４第４項の規定に基づき、次

の表の左欄に掲げる箇所に設置された出納員又は区出納員をして同表の中欄に

掲げる箇所に設置された分任出納員又は区分任出納員にそれぞれこの告示の日

から同表の右欄に掲げる事務を委任させる。 

 出納員及び区出納員の事務の委任（令和７年北九州市告示第２６６号）及び

出納員及び区出納員の事務の委任の一部改正（令和７年北九州市告示第２８７

号）は、廃止する。 

令和８年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 本庁 

会計室 出納係 出納員の命を受けて、

会計室において取り扱

う市税及び税外収入の

収納 

危機管理室安全・安心

推進課 

都市整備係 出納員の命を受けて、

北九州市内において取

り扱う北九州市空き缶

等の散乱の防止に関す

る条例（平成６年北九

州市条例第１１号 ）、

北九州市公共の場所に

おける喫煙の防止に関

する条例（平成２０年

北九州市条例第１１号

）、 北九州市落書きの

防止に関する条例（平

成２０年北九州市条例

第１２号）及び北九州

市動物の愛護及び管理

に関する条例（平成２

１年北九州市条例第１

３号）に基づく過料の

収納 

総務市民局市民部区政

推進課 

戸籍住民係 出納員の命を受けて、

小倉マイナンバーカー

ド特設コーナー及び八

幡マイナンバーカード

特設コーナーにおいて

取り扱う手数料等の収 
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  納 

財政・変革局アセット

マネジメント推進室 

企画係 出納員の命を受けて、

当該室において取り扱

う財産区の財産収入及

び滞納処分に伴う収入

の収納、市有財産の売

却処分等に伴う入札保

証金及び契約保証金の

収納、市有財産の財産

収入及び滞納処分に伴

う収入の収納 

保健福祉局長寿社会対

策推進室 

介護予防・総合事業係 出納員の命を受けて、

当該室において取り扱

う負担金の収納 

保健福祉局健康医療部

地域医療課 

地域医療係 出納員の命を受けて、

藍島診療所及び馬島診

療所において取り扱う

使用料及び手数料の収

納 

保健福祉局健康医療部

夜間・休日急患センタ

ー 

夜間・休日急患センタ

ー 

出納員の命を受けて、

夜間・休日急患センタ

ーにおいて取り扱う使

用料、手数料等の収納 

保健福祉局保健衛生部

動物愛護センター 

動物愛護センター 出納員の命を受けて、

動物愛護センターにお

いて取り扱う畜犬手数

料等の収納 

保健福祉局保健所保健 

企画課 

企画調整係 出納員の命を受けて、 

保健企画課、医務薬務

課、保健予防課及び東

部生活衛生課において

取り扱う使用料及び手

数料等の収納 

保健福祉局保健所地域

リハビリテーション推

進課 

障害者福祉係 出納員の命を受けて、

障害福祉センターにお

いて取り扱う講習会参

加者負担金等の収納 

保健福祉局保健所東部

生活衛生課 

環境衛生係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う手数料の収納 

保健福祉局保健所東部

生活衛生課 

 

食品衛生第一係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う手数料の収納 
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保健福祉局保健所東部

生活衛生課 

食品衛生第二係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う手数料の収納 

子ども家庭局子育て支

援部子育て支援課 

家庭支援係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う母子・父子・寡婦福

祉資金償還金の収納 

子ども家庭局子育て支

援部子育て支援課 

母子保健係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う講習会参加料等の収

納 

環境局循環社会推進部

業務課 

業務第一係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う一般廃棄物処理手数

料の収納 

産業経済局農林水産部

水産課 

漁政係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う漁港施設使用料並び

に市有財産の売却処分

等に伴う入札保証金及

び契約保証金の収納 

都市ブランド創造局文

学館事務局 

庶務係 出納員の命を受けて、

文学館において取り扱

う行事参加料等及び複

写機等の利用料の収納 

都市ブランド創造局文

学館事務局 

企画係 出納員の命を受けて、

文学館において取り扱

う行事参加料等及び複

写機等の利用料の収納 

都市ブランド創造局漫 

画ミュージアム事務局 

庶務係 出納員の命を受けて、 

漫画ミュージアムにお

いて取り扱う行事参加

料等の収納 

都市ブランド創造局漫

画ミュージアム事務局 

企画係 出納員の命を受けて、

漫画ミュージアムにお

いて取り扱う行事参加

料等の収納 

都市戦略局都市再生推

進部都市再生課 

事業調整係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う清算金、督促手数料

、延滞金及び財産の差

押えに伴う歳計外現金

の収納 

都市整備局河川公園部 公園経営係 出納員の命を受けて、 
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公園管理課  到津の森公園において

取り扱う寄付金の収納 

都市整備局住宅部住宅

管理課 

訴訟係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う市営住宅使用料、退

去時の損害賠償金、市

営住宅駐車場使用料、

市営住宅退去跡実費修

繕費、住宅新築資金等

償還金及び目的外使用

料の収納 

教育委員会事務局学校

支援部学事課 

就学係 出納員の命を受けて、

当該課において取り扱

う奨学資金の貸付けに

伴う返還金の収納 

２ 門司区 

総務企画課 庶務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入

の収納 

コミュニティ支援課 老松市民センター 区出納員の命を受けて

、老松市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 清見市民センター 区出納員の命を受けて

、清見市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 小森江東市民センター 区出納員の命を受けて

、小森江東市民センタ

ーにおいて取り扱う複

写機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 小森江西市民センター 区出納員の命を受けて

、小森江西市民センタ

ーにおいて取り扱う複

写機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 白野江市民センター 区出納員の命を受けて

、白野江市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 大里東市民センター 区出納員の命を受けて

、大里東市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 
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コミュニティ支援課 大里南市民センター 区出納員の命を受けて

、大里南市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 大里柳市民センター 区出納員の命を受けて

、大里柳市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 田野浦市民センター 区出納員の命を受けて

、田野浦市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 東郷市民センター 区出納員の命を受けて

、東郷市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 錦町市民センター 区出納員の命を受けて

、錦町市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 西門司市民センター 区出納員の命を受けて

、西門司市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 萩ヶ丘市民センター 区出納員の命を受けて

、萩ヶ丘市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 藤松市民センター 区出納員の命を受けて

、藤松市民センターに 

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 松ヶ江北市民センター 区出納員の命を受けて

、松ヶ江北市民センタ

ーにおいて取り扱う複

写機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 松ヶ江南市民センター 区出納員の命を受けて

、松ヶ江南市民センタ

ーにおいて取り扱う複

写機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 丸山市民センター 区出納員の命を受けて

、丸山市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 
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国保年金課 保険係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料及

び後期高齢者医療保険

料の収納 

保健福祉課 地域保健係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う使用料及び手数料

の収納 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う保育料及び食事の

提供に要する費用の収

納 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う介護保険料並びに

使用料及び手数料の収

納 

保健福祉課 新門司保育所 区出納員の命を受けて

、新門司保育所におい

て取り扱う保育料及び

食事の提供に要する費

用の収納 

保護課 管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う生活保護費返還金

の収納 

松ケ江出張所 松ケ江出張所 区出納員の命を受けて

、松ケ江出張所におい 

て取り扱う市税及び税

外収入の収納 

大里出張所 大里出張所 区出納員の命を受けて

、大里出張所において

取り扱う市税及び税外

収入の収納 

東部市税事務所門司税

務課 

市民税係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

新門司地域交流センタ

ー 

新門司地域交流センタ

ー 

区出納員の命を受けて

、新門司地域交流セン

ターにおいて取り扱う

使用料及び複写機等の 
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  利用料の収納 

港湾空港局港営部港営

課 

海務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う港湾施設使用料の

収納 

港湾空港局港営部港営

課 

門司業務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う港湾施設使用料の

収納 

港湾空港局港営部港営

課 

小倉・洞海業務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う港湾施設使用料の

収納 

３ 小倉北区 

総務企画課 庶務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入

の収納 

総務企画課 選挙統計係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う税外収入の収納 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 区出納員の命を受けて

、市民センターにおい

て取り扱う複写機等の

利用料の収納 

コミュニティ支援課 足原市民センター 区出納員の命を受けて

、足原市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 足立市民センター 区出納員の命を受けて

、足立市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 泉台市民センター 区出納員の命を受けて

、泉台市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 到津市民センター 区出納員の命を受けて

、到津市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 井堀市民センター 区出納員の命を受けて

、井堀市民センターに

おいて取り扱う複写機 
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  等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 今町市民センター 区出納員の命を受けて

、今町市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 北小倉市民センター 区出納員の命を受けて

、北小倉市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 貴船市民センター 区出納員の命を受けて

、貴船市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 清水市民センター 区出納員の命を受けて

、清水市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 霧丘市民センター 区出納員の命を受けて

、霧丘市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 小倉中央市民センター 区出納員の命を受けて 

、小倉中央市民センタ

ーにおいて取り扱う複

写機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 桜丘市民センター 区出納員の命を受けて

、桜丘市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 三郎丸市民センター 区出納員の命を受けて

、三郎丸市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 寿山市民センター 区出納員の命を受けて

、寿山市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 富野市民センター 区出納員の命を受けて

、富野市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 中井市民センター 区出納員の命を受けて

、中井市民センターに

おいて取り扱う複写機 
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  等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 中島市民センター 区出納員の命を受けて

、中島市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 西小倉市民センター 区出納員の命を受けて

、西小倉市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 日明市民センター 区出納員の命を受けて

、日明市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 南丘市民センター 区出納員の命を受けて

、南丘市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 
１  

南小倉市民センター 区出納員の命を受けて

、南小倉市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 
 

市民課 小倉行政サービスコー

ナー 

区出納員の命を受けて

、小倉行政サービスコ

ーナーにおいて取り扱

う手数料の収納 

国保年金課 資格給付係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う後期高齢者医療保

険料の収納 

国保年金課 保険料係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料の

収納 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う保育料及び食事の

提供に要する費用の収

納 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う介護保険料の収納 

保健福祉課 今町保育所 

 

 

区出納員の命を受けて

、今町保育所において

取り扱う保育料及び食 
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  事の提供に要する費用

の収納 

保健福祉課 下富野保育所 区出納員の命を受けて

、下富野保育所におい

て取り扱う保育料及び

食事の提供に要する費

用の収納 

保健福祉課 東篠崎保育所 区出納員の命を受けて

、東篠崎保育所におい

て取り扱う保育料及び

食事の提供に要する費

用の収納 

保護第一課 管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う生活保護費返還金

の収納 

生涯学習総合センター 

 

庶務係 区出納員の命を受けて

、生涯学習総合センタ

ーにおいて取り扱う受

講料及び複写料等の雑

入の収納 

生涯学習総合センター 

 

門司生涯学習センター 

 

区出納員の命を受けて

、門司生涯学習センタ

ーにおいて取り扱う複

写料等の雑入の収納 

生涯学習総合センター 

 

 

 

 

門司生涯学習センター

大里分館 

区出納員の命を受けて

、門司生涯学習センタ

ー大里分館において取

り扱う複写料等の雑入

の収納 

生涯学習総合センター 

 

小倉南生涯学習センタ

ー 

区出納員の命を受けて

、小倉南生涯学習セン

ターにおいて取り扱う

複写料等の雑入の収納 

生涯学習総合センター 

 

小倉南生涯学習センタ

ー北方分館 

区出納員の命を受けて

、小倉南生涯学習セン

ター北方分館において

取り扱う複写料等の雑

入の収納 

生涯学習総合センター 

 

八幡東生涯学習センタ

ー 

区出納員の命を受けて

、八幡東生涯学習セン

ターにおいて取り扱う

複写料等の雑入の収納 

生涯学習総合センター 八幡東生涯学習センタ 区出納員の命を受けて 
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 ー尾倉分館 、八幡東生涯学習セン

ター尾倉分館において

取り扱う複写料等の雑

入の収納 

生涯学習総合センター 

 

八幡西生涯学習総合セ

ンター折尾分館 

区出納員の命を受けて

、八幡西生涯学習総合

センター折尾分館にお

いて取り扱う複写料等

の雑入の収納 

生涯学習総合センター 戸畑生涯学習センター 区出納員の命を受けて

、戸畑生涯学習センタ

ーにおいて取り扱う複

写料等の雑入の収納 

東部市税事務所市民税

課 

管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う原動機付自転車等

標識弁償金の収納 

東部市税事務所納税課 納税第一係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

東部市税事務所納税課
１  

納税第二係  区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 
 

東部市税事務所納税課 納税第三係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

東部市税事務所納税課 特別滞納調査係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

東部市税事務所料金納

付課 

納付第一係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料、 

後期高齢者医療保険料

、介護保険料、保育料

及びこれらに付随する

延滞金の収納 

東部市税事務所料金納

付課 

納付第二係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料、

後期高齢者医療保険料 

13



  、介護保険料、保育料

及びこれらに付随する

延滞金の収納 

下富野地域交流センタ

ー 

下富野地域交流センタ

ー 

区出納員の命を受けて

、下富野地域交流セン

ターにおいて取り扱う

使用料及び複写機等の

利用料の収納 

貴船地域交流センター 貴船地域交流センター 区出納員の命を受けて

、貴船地域交流センタ

ーにおいて取り扱う使

用料及び複写機等の利

用料の収納 

山田地域交流センター 山田地域交流センター 区出納員の命を受けて

、山田地域交流センタ

ーにおいて取り扱う使

用料及び複写機等の利

用料の収納 

食肉センター 管理係 区出納員の命を受けて

、食肉センターにおい

て取り扱う使用料及び

手数料の収納 

小倉北消防署予防課 庶務係 区出納員の命を受けて

、小倉北消防署におい

て取り扱う消防手数料 

  等の収納 

４ 小倉南区 

総務企画課 庶務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入

の収納 

総務企画課 選挙統計係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入

の収納 

コミュニティ支援課 長行市民センター 区出納員の命を受けて

、長行市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 企救丘市民センター 区出納員の命を受けて

、企救丘市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 
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コミュニティ支援課 北方市民センター 区出納員の命を受けて

、北方市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 朽網市民センター 区出納員の命を受けて

、朽網市民センターに 

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 葛原市民センター 区出納員の命を受けて

、葛原市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 広徳市民センター 区出納員の命を受けて

、広徳市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 志井市民センター 区出納員の命を受けて

、志井市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 城野市民センター 区出納員の命を受けて

、城野市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 曽根市民センター 区出納員の命を受けて

、曽根市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 曽根東市民センター 区出納員の命を受けて

、曽根東市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 高蔵市民センター 区出納員の命を受けて

、高蔵市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 田原市民センター 区出納員の命を受けて

、田原市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 徳力市民センター 区出納員の命を受けて

、徳力市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 
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コミュニティ支援課 長尾市民センター 区出納員の命を受けて

、長尾市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 貫市民センター 区出納員の命を受けて

、貫市民センターにお

いて取り扱う複写機等

の利用料の収納 

コミュニティ支援課 沼市民センター 区出納員の命を受けて

、沼市民センターにお

いて取り扱う複写機等

の利用料の収納 

コミュニティ支援課 東朽網市民センター 区出納員の命を受けて

、東朽網市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 東谷市民センター 区出納員の命を受けて

、東谷市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 守恒市民センター 区出納員の命を受けて

、守恒市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 １  湯川市民センター  区出納員の命を受けて

、湯川市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納  

コミュニティ支援課 横代市民センター 区出納員の命を受けて

、横代市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 吉田市民センター 区出納員の命を受けて

、吉田市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 両谷市民センター 区出納員の命を受けて

、両谷市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 若園市民センター 区出納員の命を受けて

、若園市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 
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国保年金課 資格給付係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う後期高齢者医療保

険料の収納 

国保年金課 保険料係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り 

扱う国民健康保険料の

収納 

保健福祉課 地域保健第一係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う使用料及び手数料

の収納 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う保育料及び食事の

提供に要する費用の収

納 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う介護保険料の収納 

保健福祉課 徳力保育所 区出納員の命を受けて

、徳力保育所において

取り扱う保育料及び食

事の提供に要する費用 

の収納 

保健福祉課 徳吉保育所 区出納員の命を受けて

、徳吉保育所において

取り扱う保育料及び食

事の提供に要する費用

の収納 

保健福祉課 蜷田保育所 区出納員の命を受けて

、蜷田保育所において

取り扱う保育料及び食

事の提供に要する費用

の収納 

保健福祉課 貫保育所 区出納員の命を受けて

、貫保育所において取

り扱う保育料及び食事

の提供に要する費用の

収納 

保護課 管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う生活保護費返還金

の収納 
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曽根出張所 １  曽根出張所 区出納員の命を受けて

、曽根出張所において

取り扱う市税及び税外

収入の収納 

両谷出張所 両谷出張所 区出納員の命を受けて

、両谷出張所において 

取り扱う市税及び税外

収入の収納 

東谷出張所 東谷出張所 区出納員の命を受けて

、東谷出張所において

取り扱う市税及び税外

収入の収納 

東部市税事務所小倉南

税務課 

市民税係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

北方地域交流センター 北方地域交流センター 区出納員の命を受けて

、北方地域交流センタ

ーにおいて取り扱う使

用料及び複写機等の利

用料の収納 

徳力地域交流センター 徳力地域交流センター 区出納員の命を受けて

、徳力地域交流センタ

ーにおいて取り扱う使 

  用料及び複写機等の利

用料の収納 

蜷田地域交流センター 蜷田地域交流センター 区出納員の命を受けて

、蜷田地域交流センタ

ーにおいて取り扱う使

用料及び複写機等の利

用料の収納 

総合農事センター 農業育成支援係 区出納員の命を受けて

、総合農事センターに

おいて取り扱う生産物

販売代金及び使用料の

収納 

小倉南消防署予防課 庶務係 区出納員の命を受けて

、小倉南消防署におい

て取り扱う消防手数料

等の収納 

５ 若松区 

総務企画課 庶務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入 
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  の収納 

コミュニティ支援課 青葉市民センター 区出納員の命を受けて

、青葉市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 赤崎市民センター 区出納員の命を受けて

、赤崎市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 島郷市民センター 区出納員の命を受けて

、島郷市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 修多羅市民センター 区出納員の命を受けて

、修多羅市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 高須市民センター 区出納員の命を受けて

、高須市民センターに

おいて取り扱う複写機 

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 ひびきの市民センター 区出納員の命を受けて

、ひびきの市民センタ

ーにおいて取り扱う複 

  写機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 深町市民センター 区出納員の命を受けて

、深町市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 藤ノ木市民センター 区出納員の命を受けて

、藤ノ木市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 二島市民センター 区出納員の命を受けて

、二島市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 古前市民センター 区出納員の命を受けて

、古前市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 若松中央市民センター 区出納員の命を受けて

、若松中央市民センタ

ーにおいて取り扱う複 
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  写機等の利用料の収納 

国保年金課 保険係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料及

び後期高齢者医療保険

料の収納 

保健福祉課 地域保健係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う使用料及び手数料

の収納 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う保育料及び食事の

提供に要する費用の収

納 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う介護保険料の収納 

保健福祉課 若松コスモス保育所 区出納員の命を受けて

、若松コスモス保育所

において取り扱う保育

料及び食事の提供に要

する費用の収納 

保護課 管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う生活保護費返還金

の収納 

  

島郷出張所 島郷出張所 区出納員の命を受けて

、島郷出張所において

取り扱う市税及び税外

収入の収納 

西部市税事務所若松税

務課 

 

市民税係 

 

 

区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

６ 八幡東区 

総務企画課 庶務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入

の収納 

コミュニティ支援課 祝町市民センター 区出納員の命を受けて

、祝町市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 
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コミュニティ支援課 枝光市民センター 区出納員の命を受けて

、枝光市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 枝光北市民センター 区出納員の命を受けて

、枝光北市民センター 

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 枝光南市民センター 区出納員の命を受けて

、枝光南市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 大蔵市民センター 区出納員の命を受けて

、大蔵市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 尾倉市民センター 

 

区出納員の命を受けて

、尾倉市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 高槻市民センター 区出納員の命を受けて

、高槻市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 高見市民センター 区出納員の命を受けて

、高見市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 槻田市民センター 区出納員の命を受けて

、槻田市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 平野市民センター 区出納員の命を受けて

、平野市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 前田市民センター 区出納員の命を受けて

、前田市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 八幡大谷市民センター 区出納員の命を受けて

、八幡大谷市民センタ

ーにおいて取り扱う複

写機等の利用料の収納 
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国保年金課 保険係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料及

び後期高齢者医療保険

料の収納 

保健福祉課  地域保健係  区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う使用料及び手数料

の収納  

保健福祉課 子ども・家庭相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う保育料及び食事の

提供に要する費用の収

納 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う介護保険料の収納 

保健福祉課 堂山保育所 区出納員の命を受けて

、堂山保育所において

取り扱う保育料及び食

事の提供に要する費用

の収納 

保護課 管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う生活保護費返還金

の収納 

西部市税事務所八幡東

税務課 

市民税係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

科学館普及課 庶務係 区出納員の命を受けて

、科学館において取り

扱う入場料 ､ 使用料等

の収納 

科学館普及課 こども文化会館 区出納員の命を受けて

、こども文化会館にお

いて取り扱う使用料等

の収納 

科学館普及課 普及係 区出納員の命を受けて

、科学館において取り

扱う入場料 ､ 使用料等

の収納 

７ 八幡西区 
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総務企画課 庶務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入 

の収納 

コミュニティ支援課 青山市民センター 区出納員の命を受けて

、青山市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 赤坂市民センター 区出納員の命を受けて

、赤坂市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 浅川市民センター 区出納員の命を受けて

、浅川市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 穴生市民センター 区出納員の命を受けて

、穴生市民センターに

おいて取り扱う複写機 

  等の利用料の収納 

コミュニティ支援課  池田市民センター  区出納員の命を受けて

、池田市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納  

コミュニティ支援課 医生丘市民センター 区出納員の命を受けて

、医生丘市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 永犬丸市民センター 区出納員の命を受けて

、永犬丸市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 永犬丸西市民センター 区出納員の命を受けて

、永犬丸西市民センタ

ーにおいて取り扱う複

写機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 大原市民センター 区出納員の命を受けて

、大原市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 折尾西市民センター 区出納員の命を受けて

、折尾西市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 
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コミュニティ支援課 折尾東市民センター 区出納員の命を受けて

、折尾東市民センター

において取り扱う複写 

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 香月市民センター 区出納員の命を受けて

、香月市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 楠橋市民センター 区出納員の命を受けて

、楠橋市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 熊西市民センター 区出納員の命を受けて

、熊西市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 黒畑市民センター 区出納員の命を受けて

、黒畑市民センターに

おいて取り扱う複写機 

  等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 黒崎市民センター 区出納員の命を受けて

、黒崎市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 上津役市民センター 区出納員の命を受けて

、上津役市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 木屋瀬市民センター 区出納員の命を受けて

、木屋瀬市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 陣原市民センター 区出納員の命を受けて

、陣原市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 陣山市民センター 区出納員の命を受けて

、陣山市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 竹末市民センター 区出納員の命を受けて

、竹末市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 
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コミュニティ支援課 千代市民センター 区出納員の命を受けて

、千代市民センターに

おいて取り扱う複写機 

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 筒井市民センター 区出納員の命を受けて

、筒井市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 塔野市民センター 区出納員の命を受けて

、塔野市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 中尾市民センター 区出納員の命を受けて

、中尾市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 鳴水市民センター 区出納員の命を受けて

、鳴水市民センターに

おいて取り扱う複写機 

  等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 則松市民センター 区出納員の命を受けて

、則松市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 引野市民センター 区出納員の命を受けて

、引野市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 星ヶ丘市民センター 区出納員の命を受けて

、星ヶ丘市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 本城市民センター 区出納員の命を受けて

、本城市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 光貞市民センター 区出納員の命を受けて

、光貞市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 八児市民センター 区出納員の命を受けて

、八児市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 
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コミュニティ支援課 八枝市民センター  区出納員の命を受けて

、八枝市民センターに

おいて取り扱う複写機 

等の利用料の収納 

国保年金課 資格給付係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う後期高齢者医療保

険料の収納 

国保年金課 保険料係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料の

収納 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う保育料及び食事の 

  提供に要する費用の収

納 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う介護保険料の収納 

保健福祉課 折尾保育所 区出納員の命を受けて

、折尾保育所において

取り扱う保育料及び食

事の提供に要する費用

の収納 

保健福祉課 黒崎保育所 区出納員の命を受けて

、黒崎保育所において

取り扱う保育料及び食 

事の提供に要する費用

の収納 

保護第一課 管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う生活保護費返還金

の収納 

折尾出張所 折尾出張所 区出納員の命を受けて

、折尾出張所において

取り扱う市税及び税外

収入の収納 

上津役出張所 上津役出張所 区出納員の命を受けて

、上津役出張所におい

て取り扱う市税及び税

外収入の収納 

八幡南出張所 八幡南出張所 区出納員の命を受けて

、八幡南出張所におい 
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  て取り扱う市税及び税

外収入の収納 

八幡西生涯学習総合セ

ンター 

運営係 区出納員の命を受けて

、八幡西生涯学習総合

センターにおいて取り

扱う受講料及び複写料

等の雑入の収納 

西部市税事務所市民税

課 

管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う原動機付自転車等 

標識弁償金の収納 

西部市税事務所納税課 納税第一係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

西部市税事務所納税課 
 

納税第二係  区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

西部市税事務所納税課 納税第三係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り 

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

西部市税事務所納税課 特別滞納調査係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

西部市税事務所料金納

付課 

納付第一係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料、

後期高齢者医療保険料

、介護保険料、保育料

及びこれらに付随する

延滞金の収納 

西部市税事務所料金納

付課 

納付第二係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料、

後期高齢者医療保険料

、介護保険料、保育料

及びこれらに付随する

延滞金の収納 

第２夜間・休日急患セ

ンター 

第２夜間・休日急患セ

ンター 

区出納員の命を受けて

、第２夜間・休日急患

センターにおいて取り 
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  扱う使用料、手数料等

の収納 

保健所西部生活衛生課 環境衛生係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う手数料の収納 

保健所西部生活衛生課 食品衛生第一係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う手数料の収納 

保健所西部生活衛生課 食品衛生第二係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う手数料の収納 

楠橋地域交流センター 楠橋地域交流センター 区出納員の命を受けて

、楠橋地域交流センタ

ーにおいて取り扱う使

用料及び複写機等の利

用料の収納 

木屋瀬地域交流センタ

ー 

木屋瀬地域交流センタ

ー 

区出納員の命を受けて

、木屋瀬地域交流セン

ターにおいて取り扱う

使用料及び複写機等の

利用料の収納 

長崎街道木屋瀬宿記念

館 

長崎街道木屋瀬宿記念

館 

区出納員の命を受けて

、長崎街道木屋瀬宿記

念館において取り扱う

使用料等の収納 

折尾総合整備事務所事

業調整課 

事業調整係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う手数料の収納 

８ 戸畑区  

総務企画課 庶務係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及び税外収入

の収納 

コミュニティ支援課 浅生市民センター 区出納員の命を受けて

、浅生市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 一枝市民センター 区出納員の命を受けて

、一枝市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 大谷市民センター 区出納員の命を受けて

、大谷市民センターに

おいて取り扱う複写機 
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  等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 鞘ヶ谷市民センター 区出納員の命を受けて

、鞘ヶ谷市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 沢見市民センター 区出納員の命を受けて

、沢見市民センターに 

  おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 三六市民センター 区出納員の命を受けて

、三六市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 天籟寺市民センター 区出納員の命を受けて

、天籟寺市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 中原市民センター 区出納員の命を受けて

、中原市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 西戸畑市民センター 区出納員の命を受けて

、西戸畑市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 東戸畑市民センター 区出納員の命を受けて

、東戸畑市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 牧山市民センター 区出納員の命を受けて

、牧山市民センターに

おいて取り扱う複写機

等の利用料の収納 

コミュニティ支援課 牧山東市民センター 区出納員の命を受けて

、牧山東市民センター

において取り扱う複写

機等の利用料の収納 

国保年金課 保険係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う国民健康保険料及

び後期高齢者医療保険

料の収納 

保健福祉課 地域保健係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り
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扱う使用料及び手数料

の収納 

保健福祉課 子ども・家庭相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う保育料及び食事の

提供に要する費用の収

納 

保健福祉課 高齢者・障害者相談係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り 

扱う介護保険料の収納 

保健福祉課 西戸畑保育所 区出納員の命を受けて

、西戸畑保育所におい

て取り扱う保育料及び

食事の提供に要する費

用の収納 

保護課 管理係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う生活保護費返還金

の収納 

消費生活センター 計量検査所 区出納員の命を受けて

、計量検査所において        

取り扱う手数料の収納        

西部市税事務所戸畑税

務課 

市民税係 区出納員の命を受けて

、当該課において取り

扱う市税及びこれに付

随する税外収入の収納 

夜宮青少年センター 夜宮青少年センター 区出納員の命を受けて

、夜宮青少年センター

において取り扱う使用

料等の収納 

子ども総合センター 庶務係 区出納員の命を受けて

、子ども総合センター

において取り扱う措置

負担金の収納 

渡船事業所 渡船事業所 区出納員の命を受けて

、渡船事業所において

取り扱う手数料等の収

納 

北九州市立高等学校 北九州市立高等学校 区出納員の命を受けて

、北九州市立高等学校

において取り扱う入学 

  料、授業料及び手数料

の収納 
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北九州市告示第１９６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定によ

り、北九州市学校施設使用料条例（平成３０年北九州市条例第５２号）第３

条に規定する学校施設の使用料の収納事務について指定公金事務取扱者を指

定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和８年４月２４日 

  北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

株式会社セブン

－イレブン・ジ

ャパン 

東京都千代田区

二番町８番地８ 

令和８年

３月３１

日 

令和８年

３月３１

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 

株式会社ファミ

リーマート 

東京都港区芝浦

三丁目１番２１

号 

令和８年

３月３１

日 

令和８年

３月３１

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 

株式会社ローソ

ン九州カンパニ

ー九州エリアサ

ポート部 

福岡市博多区博

多駅前二丁目６

番１２号 

令和８年

３月３０

日 

令和８年

３月３０

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１９７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立玄海青年の家、北九州市立もじ少年自然の家、北九州市立かぐめ

よし少年自然の家及び北九州市立ユースステーションの使用料の徴収について

指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定に

より次のとおり告示する。 

  令和８年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設の名称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名称 住所 

北九州市立 

玄海青年の 

家 

玄海グリ

ーン＆ア

ドベンチ

ャー共同

企業体 

北 九 州 市

小 倉 北 区

堺 町 一 丁

目 ６ 番 １

５号 

令 和 ８ 年

４月１日 

令 和 ８ 年

４月１日 

令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 か ら

令 和 ９ 年 ３

月 ３ １ 日 ま

で 

北九州市立 

もじ少年自 

然の家 

北九州市立 

かぐめよし 

少年自然の 

家 

北九州市立 

ユースステ 

ーション 

特定非営

利活動法

人里山を

考える会 

 

北 九 州 市

八 幡 東 区

東 田 二 丁

目 ５ 番 ７

号 
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北九州市告示第１９８号  
  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項

の規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定に

よりその概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載

した書面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の

日までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出す

ることができる。  
  令和８年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久  
１  申請の概要  

（１） 申請者  
北九州市八幡西区黒崎城石１番３号  
株式会社大阪ソーダ北九州工場 

工場長 片岡幸治 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  
北九州市八幡西区黒崎城石１番３号  
株式会社大阪ソーダ北九州工場  

 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

（ア） 

名称 Ｃ－６０６６ 

種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６

年政令第１８８号）別表第１の第２

７号ヌに掲げる廃ガス洗浄施設 

能力 １５０ｍ３／ｈ 

（イ） 

名称 Ｃ－６６５４ 

種類 

水質汚濁防止法施行令別表第１の

第２７号ヌに掲げる廃ガス洗浄施

設 

能力 ９０ｍ３／ｈ 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年月日 

（ア） Ｃ－６０６６ 
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使用時間間隔  連続  

１日当たりの使用時間  ２４時間  

季節的変動  変動なし  

設置年月日  ２０２６年６月１日予定  

（イ） Ｃ－６６５４ 

使用時間間隔  連続  

１日当たりの使用時間  ２４時間  

季節的変動  変動なし  

設置年月日  ２０２６年６月１日予定  

 

ウ  使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの

量及び汚染状態 

（ア） Ｃ－６０６６ 

汚水量  

（ｍ３／日）  

通常 ４８ 

最大 ４８ 

水素イオン濃度  
通常 ３～７ 

最大 ３～７ 

化学的酸素要求量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 １０ 

最大 １０ 

浮遊物質量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 ２６．４ 

最大 ４０ 

窒素含有量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 ４０ 

最大 ６０ 

燐
りん

含有量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 ２ 

最大 ２ 

（イ） Ｃ－６６５４ 

汚水量  

（ｍ３／日）  

通常 ７２ 

最大 ７２ 

水素イオン濃度  
通常 ３～７ 

最大 ３～７ 

化学的酸素要求量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 １０ 

最大 １０ 
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浮遊物質量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 ２６．４ 

最大 ４０ 

窒素含有量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 ４０ 

最大 ６０ 

燐含有量  

（ｍｇ／Ｌ）  

通常 ２ 

最大 ２ 

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

   汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理

後の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚

染状態の通常の値及び最大の値 

   処理施設名 ＫＤ１Ｚ９５０ 

項目  設置前 設置後 

排出水の量  
（ｍ３／日）  

通常 ３４０ 

最大 ３４０ 

通常 ４６２ 

最大 ４６２ 

水素イオン濃度 
通常 ６～８ 

最大 ６～８ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 １０ 

最大 １０ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 ２６．４ 

最大 ４０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 ２ 

最大 ２ 
同左 

（５） 排出水に関する事項  
ア 排水口名 Ｎｏ．１排水口 

イ 排水量及び汚染の状態 

項目  設置前 設置後 

排出水の量  
（ｍ３／日）  

通常 １，０００ 

最大 １，０００ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ６～８ 

最大 ６～８ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 ８ 

最大 １０ 
同左 
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浮遊物質量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 ２６．４ 

最大 ４０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 ４０ 

最大 ６０ 
同左 

燐含有量 

（ｍｇ／Ｌ） 

通常 ２ 

最大 ２ 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   令和８年４月２４日から同年５月１５日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  
   （２） 場所  

     北九州市小倉北区城内１番１号  
    北九州市環境局環境監視部環境監視課  
３  意見書の提出要領  

  事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文

書を、令和８年５月１５日までに前項第２号の場所に到着するように提出

すること。 
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北九州市告示第１９９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立思永中学校温水プールにおける使用料の徴収について、指定公金

事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

  令和８年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事務

取扱者として

指定した日 

指定公金事務

取扱者に公金

事務を委託し

た日 

委託期間 
名称 住所 

スピナ・シン

コースポーツ

共同事業体 

北九州市八幡

東区平野二丁

目１１番１号 

令和８年４月

１日 

令和８年４月

１日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 
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北九州市公告第３０２号 

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により次のとおり公告する。 

  令和８年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和８年度回転翼航空機操縦士限定変更訓練業務委託 

 （２） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市消防局警防部消防航空隊基地 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

  当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事 

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の 

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 契約条件を示す場所及び期間 

 （１） 場所 北九州市小倉南区空港北町６番（北九州空港内） 

        北九州市消防局警防部消防航空隊基地 

 （２） 期間 公告の日から令和８年５月１２日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（

以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３

０分まで及び午後１時から午後５時まで 

 （３） 仕様書の交付 

   第１号及び第２号の場所及び期間において書面又は電子メールにより無

償で交付する。電子メールでの交付を希望する場合は、消防局警防部消防

航空隊に連絡すること。 

 （４） 仕様書に対する質問 

   仕様書に対する質問がある場合は次のとおり書面、ファックス又は電子

メールのいずれかの方法により提出すること。電子メールの送付先は、消

防局警防部消防航空隊に問い合わせること。 

  ア 場所 第１号の場所と同じ 

  イ 期間 公告の日から令和８年４月２８日午後５時まで 
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  ウ 質問書に対する回答は、令和８年４月３０日午後５時までにファック 

ス又は電子メールで行う。 

３ 入札に参加するための要件 

 （１） あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有す 

  るか否かについて審査を受けなければならない。 

 （２） 入札参加申込みは、所定の様式を提出すること。 

４ 入札参加申込みを受け付ける場所及び期間 

 （１） 場所 北九州市小倉南区空港北町６番（北九州空港内） 

        北九州市消防局警防部消防航空隊基地 

 （２） 期間  

  ア 持参する場合は、公告の日から令和８年５月７日まで（日曜日等を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後

５時までに提出すること。 

  イ 郵送する場合は、第１号の場所に書留郵便により、公告の日から令和

８年５月７日午後５時までに必着のこと。 

５ 入札及び開札の日時並びに場所 

 （１） 入札日時 令和８年５月１２日 午前１０時 

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

 （３） 入札及び開札場所 

   北九州市小倉南区空港北町６番（北九州空港内） 

   北九州市消防局警防部消防航空隊基地 会議室 

６ 競争入札参加資格 

 （１） 次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

  イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する 

規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

   に記載されていること。 

  ウ 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （２） 競争入札参加資格の確認の結果は、令和８年５月８日午後５時ま 

でに通知する。 

７ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 
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  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 再度入札 

  ア 落札者がいないときは、直ちに、再度の入札を行う。 

  イ 再度入札の回数は、原則として 1 回とする。 

  ウ 第１回目の入札における入札辞退者、入札遅刻者、無効の入札をした

者は、再度入札に参加することはできない。 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

   北九州市消防局警防部消防航空隊 
   〒８００－０３０６ 北九州市小倉南区空港北町６番（北九州空港内） 
   電話 ０９３－４７５－６７０１ 
   ＦＡＸ ０９３－４７５－６７００ 
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北九州市公告第３０３号 

 一般競争入札により、公用自動車の借入れ及び保守業務契約を締結するので

、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北

九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という

。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

 令和８年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

（１） 名称及び数量 北九州市保険年金課公用自動車の借入及び保守業務 

一式 

（２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３） 履行期間 令和８年１０月１日から令和１５年９月３０日まで 

（４） 履行場所 市の指定する場所（北九州市小倉北区内） 

（５） 入札方法 

ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。 

エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
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       北九州市保健福祉局総務部保険年金課 

  イ 期間 この公告の日から令和８年５月１２日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。

電子メールでの交付を希望する場合は、第４項第７号記載の主管課に連絡

すること。 

（３） 競争参加の申出書の提出 

 この広告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、郵送又は持参によ

り競争入札参加申出書を提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

ア 郵送による場合の提出方法及び提出期間等 

第１号アの場所に書留郵便により、この公告の日から令和８年５月１

２日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の提出方法及び提出期間等 

第１号アの場所にこの公告の日から令和８年５月１２日まで（日曜日

等を除く。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

でに持参のこと。 

 （４） 入札説明会 入札説明会は、行わない。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第３入札室 

  イ 日時 令和８年５月１８日午前１１時 

４ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

 ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
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 ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

 北九州市保健福祉局総務部保険年金課 

  〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

  電話 ０９３－５８２－２４１５ 
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北九州市公告第３０４号 
 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 
  令和８年４月２４日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
１ 売り払う物件 
 （１） 所在地 北九州市門司区白野江三丁目５９０番５ほか８筆 
 （２） 公募地目 雑種地、公衆用道路、宅地 
 （３） 面積 合計３，００５．６６㎡ 
 （４） 最低売却価格 ５８，６１０，３７０円 
２ 契約条項を示す場所及び期間 
 （１） 場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 期間 
   この公告の日から令和８年５月１３日まで（日曜日、土曜日及び国民の 
  祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「 
  日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 
３ 入札の要領及び参加申請書の交付方法及び期間 
 （１） 交付方法 
   北九州港のホームページ（ https://kitaqport.jp ）からダウンロードする 

方法又は北九州市港湾空港局港営課にて交付する。 
 （２） 交付期間 
   この公告の日から令和８年５月１３日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前９時から午後５時まで 
４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間 

（１） 場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 期間 
   この公告の日から令和８年５月１３日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前９時から午後５時まで 
５ 入札及び開札の日時及び場所 
 （１） 入札日時 
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   令和８年６月２４日（水） 午前１０時 
 （２） 開札日時 
   入札締切り後直ちに行う。 
 （３） 入札及び開札の場所 

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局庁舎二階 第一会議室 
６ 入札に参加することができる者の資格 
  次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 
 （１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、次の事実があった後２年を経

過していない者 
ア 入札を取り消されたことがある者 
イ 落札者として資格を取り消されたことがある者 
ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者 
エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

（２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得 
ない者 

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 
７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴 
力団」という。）のほか、次に掲げる者 
ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し 
 ようとする者 
イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又 
 は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
ウ 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質 

的に関与している者 
  エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 
   を加える目的をもって暴力団を利用している者 
  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等 
   直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  キ 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用している者 
  ク アからキまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 
７ 入札保証金 
 （１） ５万円とする。 
 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。 

45



８ 入札の無効 
  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札及び入札に関する条件に 
 違反した入札は無効とする。 
９ 入札の中止 
  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。 
１０ 先着順売払いについて 
  売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと

きは、先着順により申請を受け付け売り払う。 
 （１） 受付及び申請書を交付する場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 受付期間 
   令和８年７月２２日から同年８月４日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）  
 （３） 買受資格 
   入札に参加することができる者の資格と同じ。 
１１ 入札に係る問合せ先 
  北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
  北九州市港湾空港局港営課 
  電話 ０９３－３２１－５９８８ 
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北九州市公告第３０５号  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。  
  令和８年４月２４日  

北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量  
  総合窓口（選挙及び就学を含む）システムのサービス提供業務 一式  
２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地  
  北九州市政策局ＤＸ・ＡＩ戦略室  
  北九州市小倉北区大手町１番１号  
３ 契約の相手方を決定した日  
  令和８年３月２４日  
４ 契約の相手方の名称及び住所  
    株式会社ＲＫＫＣＳ  
  熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号  
５ 契約金額  
  ２億２，６３１万４，０００円  
６ 契約の相手方を決定した手続  
  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため 
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北九州市公告第３１０号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

高規格救急自動車 ３台 

（２） 購入物品の特質等 仕様書に定めるとおり 

（３） 履行期限 令和９年２月５日 

（４） 納入場所 北九州市小倉北区東港一丁目２番５号 

         北九州市消防訓練研修センター 

（５） 入札方法 総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（６） 電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２ 電子入札に関する事項 

（１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

（２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

48



 

 

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

（３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 物品を納入後、修理、点検、保守その他のアフターサービス及び部

品供給について、長期にわたり適正かつ迅速に行える体制が整備されてい

ること。 

（４） 高度管理医療機器等の販売業許可を受けていること。 

（５） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４ 競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

５月１８日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市技術監理局契約部契約課 

イ 日時 この公告の日から令和８年６月９日まで（日曜日等を除く。）

の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１０日の午前９時から

午前１０時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  

北九州市ホームページ・入札契約ポータルサイト・入札契約情報の＜４ 

仕様書の検索 物品等供給契約＞からダウンロードする方法により交付す

る。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無償で交付す

る。 

   北九州市ホームページ内の入札・契約ポータルサイト 
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   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/04200000_00021.html  

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

ア 電子入札システムによる提出期間 

この公告の日から令和８年５月１５日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月１８日の午前９時から午後４時３

０分まで 

イ 紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合

の紙媒体の提出 

（ア） 提出期間 

この公告の日から令和８年５月１８日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで 

（イ） 提出場所 

第１号アの場所 

（ウ） 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

（５） 入札書の提出期限及び提出場所 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

ア 電子入札による入札書受付期間 

令和８年５月２６日から同年６月９日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月１０日午前９時から午前

１０時まで 

イ 郵送による入札書の提出期限 

第１号アの場所に令和８年６月９日午後５時までに必着のこと。 

（６） 開札の場所及び日時 

ア 場所 第１号アの場所 

イ 日時 令和８年６月１０日午前１０時１０分 
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６ 契約の締結 

（１） この競争入札に係る契約による物品の調達は、北九州市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年北九州

市条例第８１号）第３条の規定により市議会の議決に付さなければならな

い動産の買入れであるため、落札の決定後、市議会の議決を得たときに本

契約としての効力を有する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結す

る。 

なお、市議会で議決されなかった場合は、本契約を締結しない。この場

合、市は、本契約を締結しないことによる補償は行わない。 

（２） この競争入札の落札者は、落札の決定後、１０日以内に市と仮契約

を締結しなければならない。 

７ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

エ 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 
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（８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

北九州市技術監理局契約部契約課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２０１７ 

８ Summary 

  （ １ ）   Product and Quantity  

 Purchase of High standard ambulance   

 Quantity: 3 units             

  （２）  Deadline for the submission of tender  

             For tenders via the electronic bidding system:  

 10:00a.m., June 10, 2026     

   For tenders submitted by mail:    

     5:00p.m., June 9, 2026    

  （３）  For further information, please contact: Contracts Division,  

   Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of  Kitakyushu   

1-1 Jonai,Kokurakita-ku, Kitakyushu-city,803-8501 Japan TEL093-582-2017 
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北九州市公告第３１１号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

普通消防ポンプ自動車（非常備用） ４台 

（２） 購入物品の特質等 仕様書に定めるとおり 

（３） 履行期限 令和９年３月３１日 

（４） 納入場所 北九州市小倉北区東港一丁目２番５号 

         北九州市消防訓練研修センター 

（５） 入札方法 総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（６） 電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２ 電子入札に関する事項 

（１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

（２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注
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者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

（３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 入札を行おうとする購入品目について、平成２８年４月１日以降に

、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。）からの発注に対

し、納入実績 ( シャーシ又は架装のみの納入実績は除く。以下同じ。）が

あること又は納入実績があるメーカーと代理店契約を締結していること。 

（４） 物品を納入後、修理、点検、保守その他のアフターサービス及び部

品供給について、長期にわたり適正かつ迅速に行える体制が整備されてい

ること。 

（５） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４ 競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

５月１８日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市技術監理局契約部契約課 

イ 日時 この公告の日から令和８年６月９日まで（日曜日等を除く。）

の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１０日の午前９時から

午前１０時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  

北九州市ホームページ・入札契約ポータルサイト・入札契約情報の＜４ 

仕様書の検索 物品等供給契約＞からダウンロードする方法により交付す
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る。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無償で交付す

る。 

   北九州市ホームページ内の入札・契約ポータルサイト 

   https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/04200000_00021.html  

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

ア 電子入札システムによる提出期間 

この公告の日から令和８年５月１５日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月１８日の午前９時から午後４時３

０分まで 

イ 紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合

の紙媒体の提出 

（ア） 提出期間 

この公告の日から令和８年５月１８日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで 

（イ） 提出場所 

第１号アの場所 

（ウ） 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

（５） 入札書の提出期限及び提出場所 

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

ア 電子入札による入札書受付期間 

令和８年５月２６日から同年６月９日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月１０日午前９時から午前

１０時まで 

イ 郵送による入札書の提出期限 

第１号アの場所に令和８年６月９日午後５時までに必着のこと。 
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（６） 開札の場所及び日時 

ア 場所 第１号アの場所 

イ 日時 令和８年６月１０日午前１０時１０分 

６ 契約の締結 

（１） この競争入札に係る契約による物品の調達は、北九州市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年北九州

市条例第８１号）第３条の規定により市議会の議決に付さなければならな

い動産の買入れであるため、落札の決定後、市議会の議決を得たときに本

契約としての効力を有する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結す

る。 

なお、市議会で議決されなかった場合は、本契約を締結しない。この場

合、市は、本契約を締結しないことによる補償は行わない。 

（２） この競争入札の落札者は、落札の決定後、１０日以内に市と仮契約

を締結しなければならない。 

７ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

エ 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす
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る。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

（８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

北九州市技術監理局契約部契約課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２０１７ 

８ Summary 

  （ １ ）   Product and Quantity  

 Purchase of Fire pumper for volunteer fire corps    

 Quantity: 4 units             

  （２）  Deadline for the submission of tender  

             For tenders via the electronic bidding system:  

 10:00a.m., June 10, 2026     

   For tenders submitted by mail:    

     5:00p.m., June 9, 2026    

  （３）  For further information, please contact: Contracts Division,  

   Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of  Kitakyushu   

1-1 Jonai,Kokurakita-ku, Kitakyushu-city,803-8501 Japan TEL093-582-2017 
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北九州市公告第３１４号 

 福岡県知事から次の北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更認可に係

る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

第６３条第２項において準用する同法第６２条第２項の規定により、これを北 

九州市都市整備局折尾総合整備事務所整備課において公衆の縦覧に供する。 

  令和８年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

３・４・４４－１０３号折尾青葉台線   
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北九州市公告第３１５号 

 北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更認可の告示（令和８年福岡県

告示第２９２号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

６６条の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画事業の種類 

  道路事業 

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在 

名称 所在 

３・４・４４－１０３号折尾青葉台線 北九州市八幡西区折尾三丁目

及び折尾四丁目地内 

３ 施行者の名称 

  北九州市 

４ 事務所の所在地 

  北九州市八幡西区大浦二丁目１３番７号 

  北九州市都市整備局折尾総合整備事務所整備課 

なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所にお 

いて縦覧に供している。 
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北九州市公告第３１６号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例 

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締 

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平 

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 調達内容 

 （１） 特定役務の名称及び数量 

   令和８年度モバイル端末等の借入れ及び保守 一式 

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 

 （３）  履行期間 契約締結日から令和１３年９月３０日まで（契約締結の 

日から令和８年９月３０日までは機器等の設置準備期間とし、契約金額の

支払いに係る期間は令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで

の６０箇月とする。） 

 （４） 履行場所 市の指示する場所 

 （５） 入札方法 総価（機器借入料及び保守料の合計額）により行う。 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること｡ 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 

  定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  （以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

60



 

 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

５月１４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       北九州市政策局ＤＸ・ＡＩ戦略室 

  イ 日時 この公告の日から令和８年５月１４日まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交 

  付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟５階５０５会議室 

  イ 日時 令和８年５月２１日午後１時１５分 

 （４） 競争参加の申出書の提出 

ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は

、第１号アの場所にこの公告の日から令和８年５月１４日まで（日曜日

等を除く。）毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後４時３０分までに提出しなければならない。 

イ 郵送による場合 第１号アの場所に書留郵便により、令和８年５月１

４日午前１０時までに必着のこと。 

（５） 郵送による場合の入札書の受理期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和８年６月２日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟５階５０５会議室 

  イ 日時 令和８年６月４日午後１時１５分 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 
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 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市政策局ＤＸ・ＡＩ戦略室 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３５５５ 

６ Summary 

 （１） Nature of Service to be procured: 

   Lease and Maintenance of mobile devices for Intranet of 

Kitakyushu city office 

 （２） Deadline of Tender（by hand） 

   1:15p.m June  4,  2026 
 （３） Deadline of Tender（by mail） 

   17:00p.m June  2,  2026 
 （４） For further information, please contact: 

   Policy Management Bureau, 

    Digital Transformation and Artificial Intelligence Strategies 

Office, 

   Ward Office Kokurakita, City of Kitakyushu, 
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1-1 Otemachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu-city 803-8510 Japan  

TEL 093-582-3555 
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北九州市上下水道局公告第５４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北九州市

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第

７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月２４日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 購入品目及び数量 

次亜塩素酸ソーダ １７５万キログラム 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市上下水道局下水道部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年３月２７日 

４ 落札者の名称及び住所 

  電協産業株式会社 

  北九州市戸畑区中原東四丁目２番１号 

５ 落札金額 

  １キログラム当たりの金額 ６３円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和８年２月１３日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市上下水道局公告第５５号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という 。） 第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市上下水道局物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号

）第２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次の

とおり公告する。 

令和８年４月２４日 

北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 特定役務の名称及び数量 

令和８年度 宗像地区上下水道料金等徴収関連業務 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市上下水道局総務経営部営業課 

北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和８年３月１１日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社・西日本ビルメンテナンス委託業務共同

企業体 

福岡市南区横手一丁目１２番４８号 

５ 契約金額 

１億７，３２５万０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約の理由 

政令第１１条第１項第１号に該当するため 
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北九州市公営競技局公告第６号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１１号）第２条において準用する

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州

市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

令和８年４月２４日 

                 北九州市公営競技局長 宮 金 満  

１ 特定役務の名称及び数量 

  若松モーターボート競走場電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市公営競技局ボートレース事業課 

  北九州市若松区赤岩町１３番 1 号 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年３月１４日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社ＦＰＳ 

  東京都港区赤坂一丁目８番１号 

５ 契約金額 

  １億３，２５５万１，４８３円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和８年１月２３日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和

８年 

第６０５０号 ２ 上から９

行目 

若松区響町二丁目 若松区響町一丁目 
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